
　国民健康保険は、平成30年度から県が財政運営などの中心的な役割を担っています。
　市は、県が設定した標準保険税率を参考に保険税率を設定し、国民健康保険制度を運営していますが、被保険者
の減少に伴う保険税収入の減少や一人あたりの医療費の増加により、歳入と歳出のバランスが取れず、安定的な運
営が難しくなる恐れがあるため、令和9年度から同じ所得・世帯構成であれば県内のどこに住んでも同じ保険税とな
るよう保険税水準の統一化を進めています。
　現在、市の保険税水準は県より低い状況であることから、被保険者の税負担の軽減のため、国民健康保険特別会
計の繰越金を活用した上で、令和６年度の市の保険税率を下記のとおり見直します。

区分 医療保険分 後期高齢者
支援金分 介護保険分

所得割 ５年度 5.70％ 2.25％ 1.77％
6年度 6.37％ 2.49％ 2.03％

均等割 ５年度 25,100円 10,100円 11,100円
6年度 27,600円 10,800円 11,700円

平等割 ５年度 17,000円 6,900円 5,800円
6年度 18,900円 7,400円 6,000円

賦課
限度額

５年度 650,000円 220,000円 170,000円
6年度 650,000円 240,000円 170,000円

■国民健康保険税の税率と賦課限度額

※太字が変更箇所

■未就学児にかかる均等割額の軽減
　子育て世帯の負担軽減のため、令和4年度分から
未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる均等割
額の2分の1を減額しています。
※ 7・5・2割の軽減が適用される世帯は、軽減後の

均等割額の2分の1を減額

令和６年度国民健康保険税

健康寿命延伸のために

■年1回の特定健康診査、人間ドック
　40歳以上の被保険者の人を対象に特定健康診
査を実施しています。（対象者には5月下旬に通知）
人間ドックは、上限20,000円を助成しています。

■歯科健診
　被保険者のうち20歳、30
歳、40歳、50歳、60歳、70
歳の人を対象に、節目歯科
健診を実施しています。（対
象者には4月下旬に通知）

■かかりつけ医、かかりつけ薬局
　病歴などを把握しているかかりつけの医療機関を持
つことは、二重の診療を予防し、減薬に繋がります。
■ジェネリック医薬品の活用
　新薬（先発医薬品）と同等の有効成分・効能で、新薬
より低価格です。　※変更は医師に相談してください
■マイナ保険証の活用
　特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師等と
共有できるほか、限度額適用認定証の発行手続きが不
要になります。

国民健康保険制度みんなで支える

■均等割・平等割の軽減
軽減
区分

基準額（世帯主とその世帯に属する
被保険者の総所得金額等の合計額）

７割軽減 43万円＋10万円×（給与所得者等の数－１）

５割軽減 43万円＋29.5万円×被保険者数
　　　 ＋10万円×（給与所得者等の数－１）

２割軽減 43万円＋54.5万円×被保険者数
　　　 ＋10万円×（給与所得者等の数－１）

※下線部分は、給与所得者等の数が2人以上のときのみ適用

　所得が基準額以下の世帯は、上表のように均等割・
平等割が軽減されます。

■非自発的失業者にかかる軽減
　倒産や解雇などにより離職をした65歳未満の人は、国
保税が軽減されます。（申請が必要）
■産前産後期間相当分の国民健康保険税免除制度
　出産する被保険者（母親）は届け出により産前産後期
間相当分の国保税が免除されます。
　出産予定日の6か月前から免除の届け出ができます。
※令和5年11月以降に出産した被保険者が対象

国保税の課税について
　問税務課 市民税係 TEL551-0106 FAX 551-2010
国保税の納付について
　問税務課 納税推進室 TEL551-0107 FAX 551-2010

国保制度や資格について
　問保険年金課 国民健康保険係
　TEL551-1807 FAX 553-0250
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　証明書は本人や家族が窓口で取得するのが一般的ですが、本人の委任状による代理人申請や、司法書士
などの有資格者による申請などで交付することがあります。この制度を悪用して本人が知らない間に戸籍や
住民票を取得し、信用調査会社などに横流しして「身元調査」に悪用する事件が発生しています。

「本人通知制度」 ～あなたの個人情報は大丈夫ですか？～

本人通知制度とは　
　住民票の写しや戸籍謄抄本などを本人の代理人や 
第三者（国または地方公共団体の機関などを除く）に
交付した場合、事前登録をした人に対して、証明書を交
付した事実を郵送によりお知らせする制度です。
　不正取得による個人の権利侵害の防止・抑止を目
的としています。
※誰が申請したかをお知らせするものではありません

事前登録
　窓口（総合窓口課、諸証明サービス
コーナー、ひだまりの家）で事前登録が
できます（申込書の記入と本人確認が
必要）。

問総合窓口課　TEL551-0110 FAX553-0250 メsogomadoguchi@city.ritto.lg.jp

　高齢者、介護を受けている人、心身に障がいのある人などを対象に職員が自宅や入所されている社会福
祉施設に訪問し、写真撮影、申請書の記入をサポートします。

マイナンバーカード個人宅・社会福祉施設出張申請サポート

マイナンバーカードによるコンビニ交付をご利用ください

実施日時　９:00～16:00（1人15分程度）　※土・日・祝、年末年始を除く
対　　象　本市に住民登録がある人
必要な物　本人確認書類（下記Ａ書類１点またはＢ書類２点）
　Ａ書類　運転免許証、運転経歴証明書、障害者手帳等の顔写真付きの身分証明書
　Ｂ書類　健康保険証、介護保険証、預金通帳、年金手帳、年金証書
申込方法　実施希望日の１週間前までに、電話またはメールで申込
※カードが出来上がり次第簡易書留で送付します。カードの作成には１か月程度かかります

毎日６：30～23：00ま
で利用できます。
※ ただし、システムメンテナ

ンスにより交付を休止す
る場合があります

市役所窓口よりも
100円お得に取得
できます。

マルチコピー
機のある全国
のコンビニで
使えます。

　
安
土 

憲
彦
教
育
長
の
後
任
と
し
て
、４
月
１
日

付
け
で
今
井 

義
尚
教
育
長
が
就
任
し
ま
し
た
。

コ
メ
ン
ト

　
こ
の
度
、栗
東
市
教
育
長
を
拝
命
し
ま
し
た
。

教
職
生
活
42
年
の
う
ち
栗
東
高
校
に
９
年
、聾
話

学
校
に
２
年
勤
務
し
、生
徒
、保
護
者
、地
域
の
皆

さ
ま
の
お
か
げ
で
多
く
の
素
晴
ら
し
い
経
験
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。そ
の
栗
東
市
に
今
回

教
育
長
と
し
て
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
大

き
な
ご
縁
を
感
じ
て
い
ま
す
。「
栗
東
で
育
っ
て
よ

か
っ
た
」、「
栗
東
で
子
育
て
が
で
き
て
よ
か
っ
た
」

と
思
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
教
育
の
推
進
に
、

市
長
と
と
も
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

主
な
経
歴

　

甲
賀
町
立
大
原
小
学
校
教
諭
、栗
東
高
等
学

校
教
諭
、聾
話
学
校
教
頭
、大
津
商
業
高
等
学
校

校
長
、滋
賀
県
体
育
協
会
次
長
な
ど
を
歴
任
。

今
井 

義よ
し

尚な
り

新
教
育
長
が
就
任

問
教
育
総
務
課 

総
務
係

　
TEL
５
５
１︲0
1
2
9 

ＦＡＸ
５
５
１︲0
1
4
9

オンラインでの登録は
こちらから

（マイナンバーカードが必要）
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求
職
者
・
非
正
規

雇
用
者
が
、就
職
や

正
規
雇
用
を
目
指
し

て
資
格
を
取
得
し
た

場
合
、費
用
の
一
部

を
補
助
し
ま
す
。

対
象
者

 

市
内
在
住
の
、求
職
中
ま
た
は
非
正
規
雇
用
で
市

税
を
滞
納
し
て
い
な
い
人

対
象
資
格

教
育
訓
練
給
付
制
度
に
お
い
て
厚
生
労
働
大
臣

が
指
定
す
る
講
座
の
修
了
を
も
っ
て
取
得
す
る

国
家
資
格
や
そ
れ
に
準
ず
る
資
格（
厚
生
労
働
省

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
教
育
訓
練
給
付
金
制
度　
検
索

シ
ス
テ
ム
」よ
り
検
索
で
き
ま
す
）

対
象
経
費

 

資
格
取
得
に
か
か
っ
た
授
業
料
や
教
材
費
、資
格

な
ど
の
受
験
料・登
録
料

補
助
金
の
額

対
象
経
費
の
2
分
の
1（
千
円
未
満
切
捨
て・補

助
額
の
上
限
８
万
円
）

※ 

教
育
訓
練
給
付
金
や
公
共
職
業
訓
練
と
の
併
給

に
は
、要
件
や
諸
注
意
が
あ
り
ま
す

※ 

補
助
金
申
請
は
、資
格
取
得
後
で
す

※ 

詳
細
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

栗
東
市
資
格
取
得
支
援
補
助
金

　
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
の
削
減
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
の

高
騰
な
ど
に
よ
る
負
担
軽
減
の
た
め
、家
庭
で
省
エ
ネ
家

電
を
購
入
し
た
費
用
の
一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

申
請
受
付
期
間　
令
和
７
年
２
月
28
日
㈮
ま
で

※
申
込
が
予
算
枠
に
達
し
た
時
点
で
受
付
終
了

補
助
対
象
製
品　
①
エ
ア
コ
ン　
②
冷
蔵
庫　
③
冷
凍
庫

　
最
新
の
省
エ
ネ
基
準
達
成
率

１００
％
以
上
の
も
の
で
、令
和

６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
２
月
28
日
ま
で
に
市
内
の

対
象
店
舗
で
購
入
し
、購
入
者
が
居
住
す
る
住
宅
に
設
置

し
た
新
品
に
限
る

対 

象
者　
本
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、自
ら
居
住
す
る
市

内
の
住
宅
に
設
置
し
た
人

※ 

市
税
の
滞
納
が
な
い
、本
補
助
金
交
付
要
綱
に
定
め
る

暴
力
団
員
な
ど
に
該
当
し
な
い
こ
と

補 

助
額　
購
入
、設
置
し
た
①
②
③
の
本
体
価
格
の
２
分

の
１
の
額（
千
円
未
満
切
捨
て・上
限
３
万
円
）

※ 

据
付・工
事
の
費
用
、リ
サ
イ
ク
ル
料
、消
費
税
と
地
方

消
費
税
の
額
を
除
く

※ 

申
請
は
一
人（
１
世
帯
）に
つ
き
、①
②
③
の
い
ず
れ
か

１
回
に
限
る

※ 

詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

省
エ
ネ
家
電
の

購
入
を
補
助
し
て
い
ま
す

問
環
境
政
策
課

　
TEL
５
５
１︲0
3
3
6 

ＦＡＸ
５
５
１︲0
1
4
8

問
商
工
観
光
労
政
課 

労
政
・
就
労
係

　
TEL
５
５
１︲0
1
0
4　
ＦＡＸ
５
５
１︲0
1
4
8

　
令
和
2
年
度
末
の
二
次
対
策
工
事
完
了
以
降
、対
策
工
事
の
有
効

性
の
確
認
、環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、水

処
理
施
設
の
維
持
管
理
を
含
め
、県
有
地
化
さ
れ
た
敷
地
の
管
理
が

適
正
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
結
果

　
処
分
場
の
浸
透
水
、周
辺
地
下
水
の
水
質
調
査
等
は
定
期
的
に
年

4
回
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
5
年
度
第
3
回（
令
和
５
年
10
月
）の
調
査
結
果

◦
周 

辺
地
下
水

自
然
由
来
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
ひ
素
の
環
境
基
準
値
超
過
が
3

地
点
あ
り
、ま
た
、ほ
う
素
に
つ
い
て
も
環
境
基
準
値
前
後
で
横
ば

い
傾
向
に
あ
る
1
地
点
で
今
回
超
過
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

◦
洪 
水
調
整
池
の
水
質

有
害
物
質
に
つ
い
て
環
境
基
準
の
超
過
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

◦
硫 
化
水
素
に
か
か
る
敷
地
境
界
ガ
ス
調
査

　
全
地
点
で
不
検
出
と
な
っ
て
い
ま
す
。

※ 

第
４
回
目（
１
月
）の
調
査
結
果
は
、県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表

さ
れ
、ま
た
次
回
の
連
絡
協
議
会
で
報
告
さ
れ
ま
す

維
持
管
理
の
状
況

　
管
理
委
託
業
者
お
よ
び
県
職
員
に
よ
る
施
設
の
点
検
、水
処
理
施

設
の
運
転
調
整
や
監
視
が
継
続
的
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、異
常
な
ど

は
発
生
し
て
い
ま
せ
ん
。

　

今
後
も
、周
辺
自
治
会
と
の
協
定
に
基
づ
き
、対
策
工
事
の
有
効

性
の
確
認
、旧
処
分
場
の
安
定
化
の
確
認
の
た
め
、環
境
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
等
は
継
続
さ
れ
ま
す
。

※ 

地
下
水
な
ど
の
利
用
に
あ
た
っ
て
は
引
き
続
き
十
分
に
ご
留
意
く

だ
さ
い 旧

Ｒ
Ｄ
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ

最
終
処
分
場
の
状
況

問
環
境
政
策
課 

産
業
廃
棄
物
対
策
室

　
TEL
５
５
１︲0
4
6
9　
ＦＡＸ
５
５
１︲0
1
4
8
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